別添２－４
漁船等衛生監視者制度について
第１　漁船等衛生監視者の登録
　１．登録
農林水産省輸出・国際局規制対策グループ（以下「規制対策グループ」という。）は、申請のあった者が３．の全ての要件を満たしていると認めた場合は、漁船等衛生監視者として登録する。
　２．漁船等衛生監視者の役割
　　　漁船等衛生監視者は、都道府県からの要請に基づく輸出・国際局からの指示により、漁船の外国監視を行うことができる。
　３．登録要件
漁船等衛生監視者として登録される者は、下記に定める要件を全て満たす者でなければならない。
（１）水産学等の課程を修了した者、漁業関係業務に従事した経験がある者、又は同等の水産一般の知識を有する者であること。
（２）外国現地調査又は外国監視の対象となる漁船の所有者及び関係者と利害関係がない者であること。
（３）本登録の趣旨を理解し、都道府県からの要請に基づく食料産業局からの指示により、漁船の外国監視を円滑に遂行できる能力を有する者であること。
（４）冷凍船の外国監視を行う漁船等衛生監視者の登録を申請する者は、別添２－２に基づく講習会を受講した者であること。
（５）第３で定める内容の講習会に参加し、取扱要領における漁船に関する認定・登録基準について、十分な知識を習得した者であること。なお、当該講習会の基本的な内容は、第３のとおりとする。
　４．登録手続
（１）漁船等衛生監視者の登録を希望する者は、別紙様式により規制対策グループに申請する。
（２）規制対策グループは申請書類を審査し、漁船等衛生監視者候補として３．の登録要件の（１）から（４）までを満たすことができると判断した場合には、第３に定める講習会について申請者に対し通知する。
（３）規制対策グループは、申請者が講習会に参加し、取扱要綱における漁船に関する認定・登録基準について、十分な知識を習得したことが確認できた場合には、申請者を漁船等衛生監視者として登録し、その結果を通知する。
（４）規制対策グループは漁船等衛生監視者登録者リスト（以下 「登録者リスト」という）を管理する。
（５）漁船等衛生監視者は、登録事項に変更が生じた場合は、速やかに 規制対策グループに報告しなければならない。規制対策グループは、報告に基づき登録者リストを変更する。
　５．登録期間・更新
登録期間は、基本的に１年間とする。第３に定める輸出・国際局が開催する講習会に参加することによって登録期間の更新ができる。
　６．登録の取消し
規制対策グループは、漁船等衛生監視者が、以下のいずれかに該当する場合には登録を取り消す。
（１）３．の要件を満たさなくなったとき
（２）漁船等衛生監視者としてふさわしくない行為があったとき
（３）辞退願いを提出したとき
第２　漁船等衛生監視者による外国監視
　漁船等衛生監視者は、外国監視を、生産漁船の場合は取扱要領別添３－４のチェックリスト、冷凍船の場合は取扱要領別添３－２のチェックリストにより行い、その結果を規制対策グループへ報告する。
第３　漁船等衛生監視者に係る講習会
　１．講習会の目的
　　　講習会は、漁船の外国監視を行う漁船等衛生監視者が、取扱要領における漁船に関する登録基準について、十分な知識を修得することを目的とする。
　２．講習会プログラム
以下のプログラムを基本として実施する。
（１）漁船等衛生監視者の役割について
（２）取扱要領について
・漁船の構造設備に関する基準について
・漁船の衛生管理に関する基準について
　３．講師
　　　講習会の講師は、輸出・国際局職員又は規制対策グループが依頼した水産学専門家とする。
　４．テキスト
　　　取扱要綱を主たるテキストとする。また、必要に応じ、一般社団法人大日本水産会が作成した「漁船漁業品質管理ガイドライン」等を補助資料として使用できる。
（別紙様式　漁船等衛生監視者登録申請書様式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
　輸出・国際局規制対策グループ長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　
　　　　　　　　（法人にあってはその所在地、名称及び代表者の氏名）
漁船等衛生監視者登録申請書
　漁船等衛生監視者として登録を受けたく、下記のとおり関係書類を添えて申請します。
記
１．登録を希望する者の氏名及び住所（法人にあってはその所在地、名称及　び代表者の氏名）
２．添付書類
（１）水産学等の課程を修了した者、漁業関係業務に従事した経験がある者、　　又はそれらの者と同等の水産一般の知識を有している者であることを示　　すもの
（２）漁船の外国監視を円滑に遂行できる能力を有することを示すもの
